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公共交通サービスの提供方法に関する事例紹介 

 

1. はじめに 

現在、生駒市では鉄道や路線バス、コミュニティバスなどの公共交通サービスが提供されてい

るが、今後、生駒市全域に公共交通サービスの提供を考えるうえで、コミュニティバス等のみな

らず、新たな公共交通サービスの提供方法を検討することは重要であると考えられる。各地区の

地域特性によって、新たな公共交通サービスを導入することが可能であるかどうかを検討するこ

とも必要であるが、公共交通サービスの提供方法を積極的に検討することは重要である。 

そこで本資料では、各地域で実施されている公共交通サービスの事例を整理し、今後、生駒市

全域の交通計画や交通ネットワークを見直す際の参考にすることとする。 

図 1-1-1は、公共交通の利用形態における位置づけを示した図である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-1-1 利用形態による公共交通の位置づけ 

http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/466138_3270075_misc.pdf 
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2. 全国の交通モードの事例について 

2.1 コミュニティバス 

・コミュニティバスの導入背景には、民間企業が運営する乗合バスの輸送人員の減少により採

算性が取れなくなったことで路線バスが休止・廃止されたことがある。 

・それに対して、公共交通を必要とする人の移動手段を確保するために、地方自治体が住民

の税金を利用してコミュニティバスを運行している。 

・コミュニティバスの運行は、収入が赤字になる経営状況であるため、運行費用の抑制や収

入を確保するために、各地区で様々な取組を実施している。 

 ・利用の少ない便・時期に応じて、一部デマンド型を採用して運行をする。 

 ・運営を支援してくれる「協賛企業」や「個人協賛」を募集する。 

 ・定量的な存続基準を設けて、住民一人一人の当事者意識を向上させる。 

 ・バスを利用した人を対象に、一定金額以上お買い上げで買い物バス券を進呈する。 

 

 

 

 

 

・コミュニティバスを採用している地区の事例を、以下に整理した。 

○実施地区：石川県白山市 コミュニティバス「めーぐる」 

背景と経緯 

・平成 17 年の市町村合併に伴い、全市的な公共交通の見直しを行う。 

・旧自治体のバスを統合し、コミュニティバスを運行、路線バスの撤退した地域などをカバ

ーしている。 

・ルート・ダイヤは地域の需要に合わせ、通院・通学・通勤、路線バス等への乗り換えなど

を考慮し設定している。 

地域の状況 ・過疎地域、振興山村、豪雪地帯 

取組みの概要 

・利用の少ない便、時期により利用者数に変動のある便をデマンド便（予約により運行）と

して運行。（18,19 時台に利用したい場合は、事前予約が必要） 

・予約がない場合の契約キロ単価を減額することで、運行経費を抑制している。 

・コミュニティバスと路線バスの乗り継ぎを意識した時刻表を作成し、利便性向上を図る。 

事業主体 ・白山市 
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○実施地区：三重県松阪市 「鈴の音バス」 

背景と経緯 

・モータリゼーションの進展により、市民の交通手段に占める自動車利用の比重が高まって

いる。そのため、バス利用者は自動車での移動が困難な層が中心となっている。 

・上記の状況のもと、平成 13 年度に松阪商工会議所が中心市街地の活性化を目的に、市街

地を循環する「お買物循環バス」の実証運行を実施したが、さらに中心市街地及びその周

辺地域で、車を持たない市民が自由に移動できる環境整備を進めることが求められていた 

地域の状況 ・比較的多くの民営バス路線が残されている。 

・市民の交通手段に占める自動車利用の比重が高まっている。 

取組みの概要 

・ダイヤは、朝は病院への通院客、夕方は学生の帰宅時間に対応 

・コミュニティバスを運営するために必要な事業費の一部として、運行趣旨に賛同し、運営

を支援してくれる「協賛企業」や「協賛個人」を募集している。 

・協賛企業の名前は鈴の音バスの車体・車内・バス停留所に掲出し、地域への貢献を市民に

知らせている。 

事業主体 ・松阪市 

 

○実施地区：兵庫県豊岡市 市営バス「イナカー（énacar）」 

背景と経緯 

・公共交通の基幹を担っていた路線バス事業者が路線休止を行うと申し出があり、住民及び

来訪者の移動手段の確保が急務となった。 

・積極的に連携・協働し移動手段の維持・確保、活性化に向けた路線バスの再編及びコミュ

ニティバス・乗合タクシー等の新たな交通システムの導入を含めた取り組みが行われた。 

地域の状況 ・路線バスの休止による交通空白地域 

取組みの概要 

・イナカーの運行に当たって、市が提供すべき公共交通サービスの最低限の基準を設定（運

行日１日当たり３往復６便） 

・市が財政負担してそれを継続することに対する利用の基準を設定（利用者数１人／便以上、

収支率 20％以上）、定期的に（毎年）評価を行っている。 

・利用基準を満たさない地域では、当該地域の選択により、「チクタク」（乗合タクシー）を

導入する取組も行われている。チクタクの導入が困難な場合は、公共交通サービスの提供

は行われなくなる。 

・事業の計画実施のみならず、評価と見直しを含めた管理を継続的に行い、事業の質の改善・

向上を図る。（ＰＤＣＡサイクル） 

事業主体 ・豊岡市 
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2.2 デマンド型乗合交通 

・デマンド型乗合交通は、利用者のニーズに応じて柔軟に対応することが可能であり、中山

間地域や集落散在地域、人口低密度地域などで実施している。 

・事前予約により運行することから、乗客がいないバスは運行されず、輸送効率が良くなる。 

・ニーズがあるときにのみ運行するため、運行費用を抑制することができる。 

・このような特徴を持っている一方で、課題点としては、以下の点が挙げられる。 

 ・導入する地域おいて、運営できる事業者が存在しなければ運行できない。（過疎地域では

タクシー事業者が小規模であるため運行できないこともある。） 

 ・予約という仕組みが住民の方々に馴染みにくいことや相乗りに抵抗を感じる人もいる。 

 ・予約がない時には運行しないため、運行費用を抑制できるが、車両や運転手の待機によ

り一定の経費は発生していることから、非効率的な運行となることもあるため、交通事

業者と適切に経費変動リスクを分担できるように検討を行う必要がある。 

 ・予約の多寡により、到着時間や所要時間が異なるため、運行時間に対する確実性が保証

できない。（確実性を求める利用者に対しては使い勝手が悪いと考えられる。） 

 ・タクシーの余剰車両でデマンドタクシーを運行する場合、デマンドタクシーの利用増加

によってタクシー業務に支障が生じる（タクシー事業者の収益を圧迫） 

・デマンド型乗合交通を採用している地区の事例を、次頁に整理した。 

○実施地区：北海道帯広市 「あいのりタクシー」 

背景と経緯 

・帯広市（大正地区）大規模酪農地が広がる散居型の集落形態で、路線バスのバス停まで 2

～3ｋｍも離れており、路線バスを利用するのが難しい環境にある。 

・平成 15 年に乗合タクシーの実証実験を行い、平成 16 年から事前登録制のデマンド型タ

クシーによる本格運行が開始された。 

・平成 27 年度の利用登録者数は 884 人。利用者数は 5,616 人 

地域の状況 ・大規模酪農地が広がる散居型の集落形態 

・バス停までの距離が 2～3ｋｍ 

取組みの概要 

・出発時間が決まっている 1日 7 便が運行されており、利用希望者事前登録を行い、出発時

間の 45 分前までに予約する。 

・大正市街を起終点として、定められた運行ルートは設けずに、利用者の要望に応じてエリ

ア内を運行するシステム（帯広市外とは路線バスで接続している。） 

事業主体 ・帯広市 



【資料 4-3】 

5 

 

○実施地区：富山県射水市 交通空白地域を解消する「デマンドタクシー」 

背景と経緯 

・平成 19 年の射水市コミュニティバス運行にあわせ、公共交通空白地域である大門・大島

地区にコミュニティバスを導入したが、他地域と比較して利用が少なく、「空気を運ぶバス」

と批判が高まる一方、高齢者を中心に他に交通手段を持たない市民にとって、貴重な足と

なっていた。 

・コミュニティバスを廃止し、代替交通として、デマンド乗合タクシーを導入 

・デマンドタクシー導入にあたり先進地事例を調査したところ、運賃を事業者の取り分とし

ている例では、乗務員の対応がよいという情報があったため、取組みを採用 

地域の状況 ・豪雪地帯、公共交通空白地域（大門地区は中心部を除き集落が点在する地区。大島地区 

は比較的住宅が密集している。両地区あわせて約 8,000 世帯、24,000 人が居住。） 

取組みの概要 

・運行した場合のみ、あらかじめ定められた１運行あたりの金額を支払う。 

・運賃はすべて交通事業者の収入としており、黒字はすべて事業者の取り分となる 

（黒字をすべて事業者の取り分にしていることが、運転手の対応の良さにつながり、利用者

の評判が口コミで広がっている） 

事業主体 ・射水市 

 

○実施地区：岡山県総社市 総社市新生活交通「雪舟くん」 

背景と経緯 

・平成 17 年 3 月の市町村合併以降、路線バスの充実や、コミュニティバスの運行、高齢

者へのバス･タクシー券の交付など市民の交通手段の確保に努めてきたが、いずれも市民が

満足するものには至らなかった。 

・平成 22 年 3 月、議会に「新交通システム調査特別委員会」を設置。それまでの施策を

抜本的に見直し、市内完結のバス路線を減便又は廃止、コミュニティバスは廃止し、デマ

ンド交通を導入するに至った。 

地域の状況 ・振興山村、特定農山村 

取組みの概要 

・対象利用者は市内登録者とし、利用料金は 300 円均一としている。 

・利用者が多く、車両が不足する場合には応援車両（タクシー車両借上げ）を運行している 

・毎年、利用者と未利用者の双方にアンケートを実施 

・1 回利用で 50 円のバス・タクシー券を配布 

（往路でのタクシー利用の促進などによるタクシー事業者の支援のため）。 

・市と事業者が、サービス改善について定期的に協議 

事業主体 ・総社市（市が交通事業者に運行を委託） 
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2.3 自動運転バス 

2.3.1 「自動運転」レベルについて 

・クルマが備えている自動運転機能は、すべてレベル 1あるいはレベル 2と呼ばれるも

ので、ドライバーの安全運転を支援することに主眼が置かれている。 

・レベル 3以上になると、自動運転モードにおける運転操作はすべてクルマの責任にお

いて実行されることとなる。 

・自動運転のレベルの違いについて、以下の表 2-3-1に示す。（現行の日本のレベル分け） 

 

表2-3-1 自動運転レベルの定義（日本における定義） 

自動運転レベル 概要 責任関係等 

レベル 1 

(単独型) 

加速・操舵・制動のいずれかの操作を 

システムが行う状態 
ドライバー責任 

レベル 2 

(システムの複合化) 

加速・操舵・制動のうち複数の操作を 

一度にシステムが行う状態。 
ドライバー責任 

レベル 3 

(システムの高度化） 

加速・操舵・制動を全てシステムが行い、

システムが要請したときのみドライバー

が対応する状態 

システム責任 

レベル 4 

(完全自動走行) 

加速・操舵・制動を全てシステムが行い、

ドライバーが全く関与しない状態 
システム責任 

 

2.3.2 自動運転バスの概要 

・自動運転バスによる実用化により、運転手不足や路線維持、運行コスト（人件費）の

削減などの課題解決や交通弱者の移動を支援する手段の一つとして期待されている。 

・上記の効果が期待されている一方で、以下の課題点も挙げられている。 

 ・セキュリティの技術的課題（ハッキングやウイルスによる通信データの改竄） 

 ・さまざまな障害物や予期できない事象（トロッコ問題）への対応 

 ・通路の確保 

 ・不足事態に対する対応（Ex.運行中車内で転倒などした際に、運転手がいないため、

救急時の搬送などはどうするのかという課題点） 
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・2020年代に自動運転バスの事業化も計画されているが、現時点では一般道での実証実

験や法整備など検討していく方針となっている。 

 

2.3.3 「自動運転」による実証実験の動向 

・道の駅等を拠点とした自動運転サービスの実証実験として、国土交通省では、高齢化

が進行する中山間地域における人流・物流の確保のため、「道の駅」等を拠点とした自

動運転サービスの 2020年までの社会実装を目指し、全国 13箇所で、順次、実証実験

を行うこととしている。（図 2-3-1に示す） 

・既存の地域の特色ある取組との連携でビジネスモデルの高い実現性が期待できる箇

所（8箇所：図 2-3-1に示す、赤枠の地域） 

・ビジネスモデルの更なる具体化に向けてフィージビリティスタディを行う箇所 

（5箇所：図 2-3-1に示す、黒枠の地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-3-1 平成 29年度 実証実験箇所 位置図 

出典：国土交通省報道発表資料 
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表2-3-2 日本における実証実験を巡る動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2017年度 自動走行 公道実証における国主導プロジェクト 一覧】 

 ○ラストマイル自動走行 

 

 

 

 

 

 

 

 ○沖縄におけるバス自動運転、大規模証実験 

 

 

 

 

 ○高速道路におけるトラックの隊列走行 
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2.3.4 「自動運転バス」による実証実験の事例 

○実証実験地区：東京都港区 プリンス芝公園「NAVYA ARMA（ナビヤ アルマ）」 2017.718～7.23 

背景と目的 

・自動運転による路線バスの運行は、運転手不足や路線維持などの課題解決や、交通弱者の

移動を支援する手段の一つとされている。 

・また実証実験の結果を公開することで、社会およびバス業界全体の自動運転への理解促進

を図り、以って自動運転バスの実用化による公共交通の維持・改善に寄与することを目的

としている。 

実施状況 
・ハンドルや運転席のない車両で公道実証 

・公園の一般利用者等による走行路立ち入りを制御し閉鎖空間化 

取組みの概要 

・15 人乗りの小型バス 

・時速 8ｋｍでの低速運行 

・GPS で自車位置を測位し、LiDAR で障害物を検知して、予め設定したルートを自動走行 

 

○実証実験地区：沖縄県宜野湾市及び北中城村 「日野ポンチョ」2017.12.5～12.12 

背景と目的 

・沖縄においては、那覇市の通勤時間帯の旅行速度が県庁所在地の中で全国ワーストである

等、深刻な道路渋滞の解消を図るため、「沖縄次世代都市交通システム」の検討が進められ

ている。 

・沖縄本島都市部の比較的交通量の多い実交通環境におけるバス自動運転の可能性と技術的

課題について検証することを目的としている。 

地域状況 ・都市部の比較的交通量が多い幹線道路（約 5 万 8 千台/日の交通量） 

取組みの概要 

・往復約 20ｋｍの走行ルート 

・22 人乗りの小型バス 

・準天頂衛星、高精度３次元地図、AI の活用等、高度な制御技術の検証等 

 

○実証実験地区：滋賀県東近江市 道の駅「奥永源寺渓流の里」 207.11.11～11.17 

背景と目的 

・超高齢化や人口減少が進行する中山間地域においては、人流・物流の確保が課題となって

おり、速やかに自動運転サービスを開始するための技術的検証が必要。 

・こうした状況を踏まえ、実験環境や拠点性等を踏まえた技術的な検証を行うことを目的と

している。 

実施状況 

・走行ルート上の県道 34 号の交通量は、約 140 台/12h、実勢速度は約 32km/h 

・一般道では運転者が監視した上でハンドルとアクセル操作を自動で行う「レベル 2」で走行 

・専用空間は運転手不在(緊急対応用に助手席に係員が乗車)の自動運転「レベル 4」で走行 

取組みの概要 

・GPS と磁気マーカ及びジャイロセンサーで自車位置を特定し、既定のルートを走行 

・往復約 20ｋｍの走行ルート 

・時速 35ｋｍ程度 

・定員 20 人の先進モビリティの自動運転バス 
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3. 公共交通サービスの提供方法における事例について 

3.1 自主運行バス（市町村や NPO支援）による運行 

・過疎化の進行や少子高齢化の進展、さらにはバス路線の廃止・縮小のほか、採算性などの

面でバス・タクシー事業者によって十分な公共交通サービスが提供されない地域では、市

町村や NPO 等による有償運送（自主運行バス）が実施されている。 

・上記の方法で運行を計画する場合は、地方公共団体・バス・タクシー事業者・地域住民等

が話し合って、必要と合意した場合、市町村、NPO による公共交通サービス提供を可能と

している。 

・市町村や NPO支援による運行においては、バスやタクシー事業者に運行を委託せずに実施

することができるため、運行費用の削減（人件費等）が可能となる。 

・一方で、自主運行バスの導入にあたっては、以下の点に留意する必要がある。 

 ・地域の関係者間の合意形成（地域の理解と協力）を図りつつ行うこと 

 ・検討の各段階において、「地域公共交通会議」を実施し協議を行うこと 

 ・運転手の確保（運転手が第二種免許を所有していることが望ましいが、法的には第一種

免許でも自主運行バスの運転は可能である。ただし、その場合は国土交通大臣が認定す

る講習を受講する必要がある。） 

 ・NPO支援による運行の継続性 

  ・高齢者自身が組織を形成して運行場合など、後継者が確保できないために、継続性が

保てないことがある。 

  ・NPO等が運営する場合、採算性などを理由に突如運行が打ち切られることもある。（営

利目的ではないが、NPOを組織していくための費用(収入）は確保しなければならない

ため、突如運行が打ち切られることもある） 

・自主運行バス（市町村や NPO支援）を採用している地区の事例を、次頁に整理した。 
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○実施地区：茨城県土浦市 地域活性化バス「キララ」 

背景と経緯 

・城下町として栄えていた土浦市は、県南を代表する商業都市であったが、郊外大型店の進

出等によって中心市街地の空洞化が進行していたため、中心市街地の集客力の向上に繋が

るコミュニティバスが計画された。 

・まちの活性化には、自治体や交通事業者だけではなく市民各層の参加が不可欠となるため

コミュニティバスの運行、地域通貨の発行を行う団体として、NPO 法人まちづくり活性化

土浦を設立した 

地域の状況 ・中心市街地の空洞化 

取組みの概要 

・運賃収入＋企業協賛＋市からの補助でコミュニティバスを運行 

・加盟店は地域通貨「キララ」を買うことで貢献 

・当日の乗車券を見せ、1,000 円以上の買い物をするとキララ 1 枚（帰り分）贈呈 

事業主体 NPO 法人まちづくり活性化土浦 

 

○実施地区：三重県四日市市 生活バスよっかいち 

背景と経緯 

・昭和 20 年代から続いた三重交通垂坂路線（近鉄四日市～垂坂）が、マイカーの普及等に

よる利用者減から赤字路線となり、平成 14 年 5 月に廃止となった。 

・羽津いかるが地区（世帯数約 540 戸、人口約 1,700 人）は最寄りの鉄道駅やバスの路

線より約 2～3km 離れることとなり、公共交通の空白地域となった 

地域の状況 ・公共交通の空白地域 

取組みの概要 

・四日市市は他にも市の自主運行バス路線を持っているが、採算的に厳しく、これ以上自主

運行バス路線を拡大することが難しい状況にあった。そこで、地域住民の手によるバス運

行を支援する制度として、「四日市市市民自主運行バス事業補助金」制度を確立した。 

・行政へのバス路線存続要望もかなわなかったため、代替公共交通手段の確保に対する危機

感から、地域密着型バス運行を目指す「NPO 法人生活バス四日市」を設立。「生活バスよ

っかいち」は、この NPO 法人が運営し三重交通に運行を委託している。 

事業主体 NPO 法人生活バス四日市 

 

○実施地区：三重県津市 ぐるっと・つーバス 

背景と経緯 

・平成 13 年に、高齢者の買い物や通院のための路線が必要との問題喚起から、自治会や老

人会、病院、商店街、交通事業者などからなる「津の街いきいきバスネットワーク」より、

路線整備を求める要望書が津市に提出された。 

・その結果、地域住民や交通事業者の OB の方などが中心となって「NPO 法人バスネット

津」が設立され、コミュニティバス「ぐるっと・つーバス」の運行が開始された。 

地域の状況 
・バス路線の廃止による中心市街地の機能低下 

・高齢者の買い物や通院など生活の足が、確保できていない。 

取組みの概要 

・運賃は一乗車 100 円の均一制、ダイヤは 1 時間に 1 本のパターンダイヤとなっている。 

・運行の目的は、主に「高齢者の買い物・通院」であり、多くの停留所が商店街・スーパー・

医療機関の前に設置されている。 

・「NPO 法人バスネット津」が事業主体となっており、運行費用は運賃収入・津市の補助金・

沿線企業や三重交通㈱の協賛金によってまかなわれている。 

事業主体 ・NPO 法人バスネット津 
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3.2 ライドシェア 

・一般ドライバーが一般自家用車(白ナンバー)により有償で乗客を輸送する手法。 

・ライドシェアの解禁に向けた議論が進んでいるものの、現在は、過疎地等での適用にとど

まっているが、今後、導入が進めば、日常的な交通手段として活用できる可能性がある。 

○サービス展開地区：東京、横浜 

背景と目的 
・過疎地、小規模自治体等での交通手段の確保が困難である 

・交通インフラの不足や高齢化の深刻な過疎地等での移動手段を確保することを目的とする 

課題 

・個人情報保護 

・現行では白タク行為として道路運送法で禁止されている行為 

・安全性の問題（一般ドライバーであるため、運転技術等が保証できない。） 

・事故が発生した場合の対応 

・雇用への影響が懸念（タクシー業界等より） 

 

【Uber の例】 

概要 

・Uber は、2009 年に米国サンフランシスコで設立された企業であり、世界 60 カ国、330 都市

で IT を活用し「タクシー」、「ハイヤー」、「ライドシェア」等の事業を行っている。 

・日本では、Uber Japan により東京、横浜でサービスが展開されているが、一般ドライバーと乗

客のマッチングは行っておらず、タクシー・ハイヤーの配車にとどまっている。 

 

出典：Uber japan HP(https://www.uber.com/ja-JP/) 
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【nottecoの例】 

概要 

・notteco は、株式会社 notteco が運営する「安く移動したい人」と「ガソリン代などの実費を節

約したいドライバー」をつなげる日本最大の相乗りマッチングサービス。 

・2007 年にサービスを開始し、現在では 39,000 人以上の会員を有している。 

・また、2017 年 3 月からは、北海道天塩町において、稚内市内までの移動を対象に実証実験が実

施されている。 

 

 

 

出典：notteco HP(https://notteco.jp/) 
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4. 事例に関する参考資料 

○コミュニティバス 

・石川県白山市（コミュニティバス「めぐーる」の支援） 
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資料：「地域公共交通支援センター」」http://www.kkr.mlit.go.jp/road/sesaku/jidouunten/ol9a8v000000a24a-att/a1509589007486.pdf 
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・三重県松阪市（地域企業や市民の協賛を得て運行するコミュニティバス：鈴の音バス） 
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資料：「地域公共交通支援センター」」http://www.kkr.mlit.go.jp/road/sesaku/jidouunten/ol9a8v000000a24a-att/a1509589007486.pdf 
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・兵庫県豊岡市（豊岡市有償旅客運送「市営バス énacar（イナカー）」） 
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○デマンド乗合タクシー 

・北海道帯広市（あいのりタクシ－） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「地域公共交通支援センター」」http://www.kkr.mlit.go.jp/road/sesaku/jidouunten/ol9a8v000000a24a-att/a1509589007486.pdf 
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・富山県射水市（交通空白地域を解消する「デマンドタクシー」の運行） 
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資料：「地域公共交通支援センター」」http://www.kkr.mlit.go.jp/road/sesaku/jidouunten/ol9a8v000000a24a-att/a1509589007486.pdf 
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・岡山県総社市（総社市新生活交通「雪舟くん」の運行） 
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資料：「地域公共交通支援センター」」http://www.kkr.mlit.go.jp/road/sesaku/jidouunten/ol9a8v000000a24a-att/a1509589007486.pdf 
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○ＮＰＯ支援による運行 

・茨城県土浦市（NPO運営によるまちづくり活性化バス：キララちゃん） 
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資料：「地域公共交通支援センター」」http://www.kkr.mlit.go.jp/road/sesaku/jidouunten/ol9a8v000000a24a-att/a1509589007486.pdf 
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・三重県四日市市（地域の NPO法人による路線バス運営：生活バスよっかいち（S-BUS）） 
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資料：「地域公共交通支援センター」」http://www.kkr.mlit.go.jp/road/sesaku/jidouunten/ol9a8v000000a24a-att/a1509589007486.pdf 
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・三重県津市（NPO法人が運営する市街地循環バス：ぐるっと・つーバス） 
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資料：「地域公共交通支援センター」」http://www.kkr.mlit.go.jp/road/sesaku/jidouunten/ol9a8v000000a24a-att/a1509589007486.pdf 
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○自動運転バス 

・東京都港区 プリンス芝公園「NAVYA ARMA（ナビヤ アルマ）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：「2017.8.14 自動運転バス試乗会 実施報告レポート」 

https://www.softbank.jp/drive/img/20171001_report.pdf 
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・沖縄県宜野湾市及び北中城村 「日野ポンチョ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実施エリア】 
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【主な実施内容】 

資料：内閣府「沖縄におけるバス自動運転実証実験の取材について」 

http://www.dc.ogb.go.jp/road/ir/kisya/h29/happyou25.pdf 



【資料 4-3】 

35 

・滋賀県東近江市 道の駅「奥永源寺渓流の里」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省近畿地方整備局「【奥永源寺】自動運転実施開始式記者発表 

http://www.kkr.mlit.go.jp/road/sesaku/jidouunten/ol9a8v000000a24a-att/a1509589007486.pdf 


